
山形県笑いで健康づくり推進条例（仮称）素案 

 

 

（目的） 

県民笑いの日等を定めるとともに、県、事業者及び県民の役割を明らかにする

ことにより、明るく健康的な県民生活の実現に寄与する。 

 

（県民笑いの日及び県民笑いの推進週間） 

県民の関心と理解を深めるとともに、笑いによる心身の健康づくりへの取組

が積極的に行われるようにするため、県民笑いの日及び県民笑いの推進週間を

設ける。県民笑いの日は８月８日とし、県民笑いの推進週間は同日の直前の日曜

日から当該日曜日の次の日曜日までの８日間とする。 

 

（県の役割） 

県は、健康、医療、福祉等に関する団体及び笑いに満ちたまちづくりに取り組

む者等と連携し、県民の笑いによる心身の健康づくりに関する意識の啓発に努

める。 

 

（事業者の役割） 

事業者は、笑いに満ちた職場環境の整備等、従業員の笑いによる心身の健康づ

くりを推進するよう努める。 

 

（県民の役割） 

 県民は、１日１回は声を出して笑う等、笑いによる心身の健康づくりに取り組

むよう努める。 

 

（個人の意思の尊重） 

県、事業者及び県民は、この条例の実施に当たっては、個人の意思を尊重する。 


